
「第４回救急相談センター広島広域都市圏運営検証会」の開催について 

  

本市では重篤な疾患に罹患しているおそれのある患者に早期の医療機関受診を促すと

ともに、救急車の適正利用や医療機関の受診の適正化等を図り、医療提供体制を将来に

わたって持続可能なものとするため、救急相談センター広島広域都市圏（ダイヤル「♯

７１１９」）を、平成３１年１月２８日から開設しております。 

この度、本事業のより適切な事業運営を行うため、緊急度判定や運営上の課題等につ

いて専門的な見地から検証する「第４回救急相談センター広島広域都市圏運営検証会」

を開催します。 

 

１ 日  時  令和５年３月２３日（木）１９：００～ 

 

２ 開催形式  Web会議（Zoomミーティング） 

（傍聴を希望される方は、事前に御連絡ください） 

 

３ 議  題（予 定） 

⑴ 救急相談センター広島広域都市圏について 

⑵ 救急相談センター広島広域都市圏の実施状況について 

⑶ 第３回検証会における意見等への対応について 

⑷ 救急相談センターにおける検証の取組等 

⑸ 消防庁からの情報提供 
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